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　老人医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平で分かりやす
い制度とするため、７５歳以上の高齢者を対象とした新たな高齢者医療制度が始まります。�
　そこで、今回は、後期高齢者医療制度の「保険料の納め方」についてお知らせします。�

　年額１８万円（ひと月１万５千円）以上の年金を受給しているかたは、年金から天引き（特別徴
収）されます。ただし、介護保険料と合わせた額が年金額の２分の１を超えるかたは、納付書ま
たは口座振替により、市町村へ納めていただきます（普通徴収）。�

　平成１８年中の所得をもとに計算した保険料（仮徴収額）が、平成２０年４月、６月、８月の年金
から天引きされます。�
　その後、平成１９年中の所得が確定する平成２０年７月に保険料が決定され、本徴収として、仮徴
収額を除いた額が平成２０年１０月、１２月、平成２１年２月に支払われる年金から天引きされます。�

保 険 料 の 納 め 方 （ 原 則 ） �

普 通 徴 収 の 納 期 に つ い て �

平成20年度は、現在加入している保険の種類等により、納付方法が異なります。�

○町国民健康保険・国民健康保険組合に加入しているかた�
　（平成１９年９月１日以降に老人保健の医療受給者となったかたは除きます。）�

　平成１９年中の所得をもとに決定された保険料について、平成２０年４月分から９月分までは、７
月に送付される納付書で納めていただきます（普通徴収）。�
　平成２０年１０月分以降は、普通徴収で納付していただく額を除いた額が、平成２０年１０月、１２月、
平成２１年２月に支払われる年金から天引きされます。�

○職場の健康保険や共済組合等の被用者保険に加入している本人及び�
　平成１９年９月１日以降に老人保健の医療受給者となったかた�

　被扶養者のかたを対象とした軽減措置により、平成２０年４月から９月までの６か月間は、保険
料の負担はありません。�
　平成２０年１０月から平成２１年３月までの６か月間は、９割減額された保険料額（２，１２０円）が、
平成２０年１０月、１２月、平成２１年２月に支払われる年金から天引きされます。�

　普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりです（納期前に納付することもできます）。�
第１期�
第２期�
第３期�
第４期�

 7 月 1 日から同月末日まで 
 8 月 1 日から同月末日まで 
 9 月 1 日から同月末日まで 
10月 1 日から同月末日まで 

第５期�
第６期�
第７期�
第８期�

11月 1 日から同月末日まで 
12月 1 日から同月25日まで 
 1 月 1 日から同月末日まで 
 2 月 1 日から同月末日まで 
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埼玉県後期高齢者医療広域連合　�０４８（８３３）３２２２

ＵＲＬ https://www.saitama-koukikourei.org/

483号(08/02)  08.1.25  5:38 PM  ページ8


